
園芸分野から排出されるプラスチック
をめぐる情勢

令 和 ６ 年 ５ 月    

農 産 局 園 芸 作 物 課



○ 海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内における
プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されるプラスチックに関し、包
括的な資源循環体制の強化が必要。

2019年5月
 バーゼル条約改正 決定
 プラスチック資源循環戦略 策定
 海洋プラスチックごみ対策アクションプラン策定

2019年6月
 大阪ブルー・オーシャン・ビジョン共有（G20）

2020年
 循環経済ビジョン 2020 取りまとめ
 プラスチック製レジ袋の有料化 開始

2021年6月
 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律成立

2022年4月
 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行

＜プラスチック資源循環を巡る近年の動き＞

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
（2021年6月11日成立・2022年4月施行）

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理まで
にかかわるあらゆる主体におけるプラスチック
資源循環等の取組（3R＋Renewable）を促進。

 循環経済ビジョン 2020
（経済産業省 2020年5月22日発表）

線形経済から循環経済への転換を目指すため、①循環
性の高いビジネスモデルへの転換、
②市場・社会からの適正な評価の獲得、
③レジリエントな循環システムの早期構築、
３つの観点から基本的な政策方向性を提示。

1

プラスチック資源循環に関する動き

 海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚
染対策に関する条約

2022年の国連環境総会で、社会でのプラスチックの重
要な役割を認識しつつ、各国の状況を考慮した上でラ
イフサイクルアプローチで対処する条約を作るための
政府間交渉委員会を設立し、2024年末までに作業完了
を目指す旨の決議を採択。



資料：一般社団法人 プラスチック循環利用協会「2022年プラスチック製品の生産・廃棄・再生資源化・処理処分の状況」を基に作成。

 プラスチックのマテリアルフロー図
樹脂製造・製品加工・市場投入段階 排 出 段 階 処理処分段階

国内樹脂製品
消費量

910万t

廃プラ
総排出量

823万t

未利用
廃プラ

107万t
（13％）

有効利用
廃プラ

717万t
（87％）

マテリアル
リサイクル

180万t

ケミカル
リサイクル

28万t

サーマル
リサイクル

510万t

単純焼却

61万t

埋立

46万t

包装・容器等/
コンテナ類

407万t（44.7％）
【主な製品】
食品・洗剤容器、トレイ、
レジ袋、発泡スチロール

一般系廃棄物
424万t

産業系廃棄物
399万t

農林・水産

11万t（1.3％）
【主な製品】
マルチ、ハウス用被覆資材、
漁網、フロート（浮き）

その他

492万t（54.1％）
【主な製品】
家庭用品（食器を含む。）、
電気・電子機器、建材、輸
送資材

包装・容器等/
コンテナ類

404万t（49.1％）
一般系廃棄物 328万t
産業系廃棄物 75万t

農林・水産

12万t（1.4％）
一般系廃棄物 0万t
産業系廃棄物 12万t

その他

407万t（49.5％）
一般系廃棄物 96万t
産業系廃棄物 312万t

２

我が国全体のプラスチックの利用、排出、処理の状況
○ 我が国の廃プラスチック総排出量は約823万t（2022年）であり、そのうち農林水産分野からの排出量は約12万t

（1.4％）で前年と同程度。
○ 有効利用された廃プラ量は717万ｔで前年と同程度であり、有効利用率も87％と前年と同様。



 農業由来廃プラスチックの処理方法の推移
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 農業用廃プラスチックの排出量の推移
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塩化ビニルフィルム ポリオレフィンフィルム
その他プラスチックフィルム その他プラスチック

平成5年をピークに減少

農業由来の廃プラスチックの排出及び処理の状況

○ 農業由来の廃プラスチックの量は、農業用ハウスの面積の減少や被覆資材の耐久性向上等により全体的には減少傾
向にある。

○ 農業由来の廃プラスチックは、産業廃棄物として適切に処理する必要（排出者の責務）、その処理方法は、平成５
年には焼却が一番多かったが、令和４年の再生処理の割合は70.0％と平成24年以降70％台で推移。

資料：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況」（2022年） 資料：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況」（2022年）



農畜産業分野から排出されるプラスチック類

鉄骨ハウス （ポリオレフィン系・その
他プラスチックフィルム）

パイプハウス （塩化ビニルファルム・
ポリオレフィン系フィルム）

ポット （その他プラスチック）

トンネル （塩化ビニルファルム・ポリ
オレフィン系フィルム） マルチ （ポリオレフィン系フィルム）

べたがけ （ポリオレフィン系フィル
ム） 育苗トレイ（その他プラスチック） サイレージラップ（ポリオレフィン

系フィルム）

 農畜産業分野で使用するプラスチック製品の例

農畜産業分野から排出されるプラスチック類
○ 農畜産業分野から排出される廃プラスチックには、農業用ハウスやトンネルの被覆資材、マルチ、苗や花のポット、

牧草等のサイレージラップなどがある。

４



■再生処理の現状 （単位：t,%）

資料：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況 2022年」

■再生処理の事例

床材

固形燃料(RPF等)

熱回収

資料：農ビリサイクル促進協会、株式会社岩井化成ホームページ

■マテリアルリサイクルの主な工程

塩化ビニルフィルム（農ビ）の事例

ポリオレフィン系フィルム（農ポリ・農PO）の事例

ほぼ１００％マテリアルリサイクル。建築・土木資材、
産業資材として使われてきたが、製品を作る工場の海外移
転、競合品の上市などにより、国内の主用途は床材の中間
層用。

単一素材で熱回収しやすいことから、サーマルリサイクル
が増加。一部はマテリアルリサイクルされており、パレット、
擬木、建築土木資材などに利用。また、セメント工場では補
助燃料として利用され、灰はセメント材料として活用。
農ビ・農ポリとも、破砕洗浄後の再生原料は国内だけでな

く、輸出され、輸出先で成形・製品化されている場合がある。再生原料

農業由来の廃プラスチックの再生利用
○ 塩化ビニルフィルム及びポリオレフィン系フィルムとも再生処理割合は７割を超えるが、埋立や埋却処理から再生

処理への移行が課題。
○ 塩化ビニルフィルムの再生処理は、床材等へのマテリアルリサイクルが中心で、ポリオレフィン系フィルムの再生

処理は、サーマルリサイクルが中心。

方法 内容 農ビ ポリ

マテリアル
リサイクル 再生利用

国内 〇 △

輸出 ペレット化して〇 〇

ケミカル
リサイクル

高炉還元材 2012年12月
JFE受け入れ中止

農業用廃プラは処理され
ていない

ガス化・油化 農業用廃プラでは実施さ
れていない

サーマル
リサイクル

燃料代替え
セメント工場、製紙工場など
発電、RPF、RDF

〇

項目 排出量 再生処理量 再生処理割合

塩化ビニルフィルム 19,768 14,517 73.4%

ポリオレフィン系フィルム 46,217 35,580 77.0%

５



 再生利用が困難な農業用廃プラスチック  適正処理推進のための組織

６

汚れたマルチ（茶色の部分が土）

異なる素材（農ビと農ポリ）が混ざっている

分別の徹底

洗浄技術又は汚れたままで
の再生処理技術が必要

資料：日本施設園芸協会「〈農業用廃プラスチック〉適正処理・資源循環促進のご案内」

農業用廃プラスチックの課題
○ 農業用廃プラスチックは、植物残渣など異物の混入、土等による汚れ、直射日光による劣化などにより、再生利用

が困難なものも存在。また、農業者は一般に零細で、発生地域の分散、排出時期の偏りなどの課題も存在。
○ 課題解決のため、新たな再生処理技術や排出量の抑制や値上げを抑制するための排出時の工夫などの取組を進める

必要。



現状と今後の課題

みどりの食料システム戦略（概要）
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

戦略的な取組方向

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、
中長期的な観点から、調達、生産、加工 流通、消費の各段階の取組と
カーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

目指す姿と取組方向

2040年までに革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）
2050年までに革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、
今後、「政策手法のグリーン化」を推進し、その社会実装を実現（社会実装目標）
※政策手法のグリーン化：2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中。

          2040年までに技術開発の状況を踏まえつつ、補助事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。
         補助金拡充、環境負荷軽減メニューの充実とセットでクロスコンプライアンス要件を充実。

※ 革新的技術・生産体系の社会実装や、持続可能な取組を後押しする観点から、その時点において必要な規制を見直し。
地産地消型エネルギーシステムの構築に向けて必要な規制を見直し。

持続的な産業基盤の構築
・輸入から国内生産への転換（肥料・飼料・原料調達）
・国産品の評価向上による輸出拡大
・新技術を活かした多様な働き方、生産者のすそ野の拡大

期待される効果

農林水産業や地域の将来も
見据えた持続可能な

食料システムの構築が急務

経済 社会 環境

アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメーキングに参画（国連食料システムサミット（2021年9月）など）

 農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及
 に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬
 等の開発により化学農薬の使用量（リスク換算）を50％低減
 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％低減
 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％(100万ha)に拡大
 2030年までに食品製造業の労働生産性を最低３割向上
 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した
 輸入原材料調達の実現を目指す
 エリートツリー等を林業用苗木の9割以上に拡大
 ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現

○生産者の減少・高齢化、
地域コミュニティの衰退

○温暖化、大規模自然災害
○コロナを契機としたサプライ
チェーン混乱、内食拡大

○SDGsや環境への対応強化
○国際ルールメーキングへの参画

「Farm to Fork戦略」 (20.5) 
2030年までに化学農薬の使
用及びリスクを50%減、有機
農業を25%に拡大

「農業イノベーションアジェンダ」
(20.2)
2050年までに農業生産量
40％増加と環境フットプリント
半減

国民の豊かな食生活
地域の雇用・所得増大

・生産者・消費者が連携した健康的な日本型食生活
・地域資源を活かした地域経済循環
・多様な人々が共生する地域社会

将来にわたり安心して
暮らせる地球環境の継承

・環境と調和した食料・農林水産業
・化石燃料からの切替によるカーボンニュートラルへの貢献
・化学農薬・化学肥料の抑制によるコスト低減

2050年までに目指す姿

2030年

取

組
・
技

術

2020年 2040年 2050年

ゼロエミッション
持続的発展

革新的技術・生産体系の
速やかな社会実装

革新的技術・生産体系
を順次開発

開発されつつある
技術の社会実装

・

７



みどりの食料システム戦略（具体的な取組）
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

 地産地消型エネルギーシステムの構築
 改質リグニン等を活用した高機能材料の開発
 食品残渣・汚泥等からの肥料成分の回収・活用
 新たなタンパク資源（昆虫等）の利活用拡大

１.資材・エネルギー調達における脱輸入・
脱炭素化・環境負荷軽減の推進

（１）持続可能な資材やエネルギーの調達

調達

（２）地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組

～期待される取組・技術～

（１）高い生産性と両立する持続的生産体系への転換
（２）機械の電化・水素化等、資材のグリーン化
（３）地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
（４）農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵
（５）労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大
（６）水産資源の適切な管理

～期待される取組・技術～

 電子タグ（RFID）等の技術を活用した商品・物流情報のデータ連携
 需給予測システム、マッチングによる食品ロス削減
 非接触で人手不足にも対応した自動配送陳列

3.ムリ・ムダのない持続可能な
加工・流通システムの確立

～期待される取組・技術～

加工・流通

（３）長期保存、長期輸送に対応した包装資材の開発

 国産品に対する評価向上を通じた輸出拡大

4.環境にやさしい持続可能な
 消費の拡大や食育の推進

（１）食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大
（２）消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進
（３）栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進
（４）建築の木造化、暮らしの木質化の推進
（５）持続可能な水産物の消費拡大
～期待される取組・技術～

生産

等

等 等

等

 健康寿命の延伸に向けた食品開発・食生活の推進

 雇用の増大
 地域所得の向上
 豊かな食生活の実現

 農林業機械・漁船の電化等、脱プラ生産資材の開発
 バイオ炭の農地投入技術
 エリートツリー等の開発・普及、人工林資源の循環利用の確立
 海藻類によるCO₂固定化（ブルーカーボン）の推進

 外見重視の見直し等、持続性を重視した消費の拡大

（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

（１）持続可能な輸入食料・輸入原材料への切替えや
 環境活動の促進

（２）データ・AIの活用等による加工・流通の合理化・適正化

（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発

２.イノベーション等による持続的生産体制の構築

 スマート技術によるピンポイント農薬散布、病害虫の総合
防除の推進、土壌・生育データに基づく施肥管理

消費

・持続可能な農山漁村の創造
・サプライチェーン全体を貫く基盤技術の
確立と連携（人材育成、未来技術投資）
・森林・木材のフル活用によるCO2吸収と
固定の最大化

８



（関係部分抜粋）

９

②機械の電化・水素化等、資材のグリーン化
タイムライン

技術・取組の内容 貢献する分野
2020 2025 2030 2040 2050

【定義】○研究開発：技術の研究～開発段階　○実証：普及に向けた調整段階　○社会実装：社会に広く普及する段階

耐久性等に優れた生分解性生産資材（マルチ資材、ハウス被覆資
材、被覆肥料、サイレージ用のフィルム等）の開発・普及

温室効果ガス削減
プラスチック廃棄物削減

研

究

開

発

社
会

実

装

実
証

既存技術の社会実装
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新技術の提供等を行う事業者環境負荷低減に取り組む生産者

環境負荷低減事業活動実施計画

【支援措置】

基本方針（農林水産大臣）

基本計画（都道府県・市町村）

みどりの食料システム法※に基づく認定制度について

協議 同意（農林水産大臣）

申請 認定（都道府県）

申請 認定
（農林水産大臣＋事業所管大臣）

特定区域内（モデル地区）

申請
計画認定（都道府県）
協定認可（市町村）

【取組類型】 ※③～⑦は告示
①土づくり＋化学肥料・化学農薬の使用低減
②温室効果ガス削減
③水耕栽培＋化学肥料・化学農薬の使用低減
④窒素・リンの流出抑制に資する飼料投与等
⑤バイオ炭の農地施用
⑥プラスチックゴミの排出等抑制
⑦化学肥料・化学農薬の使用低減＋生物多様性

基盤確立事業実施計画

【取組類型】
①先端的技術の研究開発・実証
②新品種の育成
③機械又は資材の生産・販売
④機械のリース・レンタル
⑤新商品の開発、生産又は需要開拓
⑥流通の合理化

生産者だけでは解決しがたい技術開発や市場拡大等、
機械・資材メーカー、支援サービス事業体、食品事
業者等の取組に関する計画特定環境負荷低減事業活動実施計画

有機農業の栽培管理協定

【取組類型】 ※告示
①有機農業による生産活動
②廃熱等地域資源活用による温室効果ガス削減
③先端技術の活用による環境負荷の低減

生産者の環境負荷低減を図る取組
に関する計画

地域ぐるみ（原則複数の生産者）で行う
先進的な取組に関する計画

特定区域内（モデル地区）

地域の農業者による栽培管理の取決め（協定）
【効果】協定の承継効、農用地区域への編入要請

左記の融資・税制措置に加えて、
• 行政手続のワンストップ化
（農地転用許可、補助金等交付財産の目的外使用承認等） • 必要な設備等への低利融資

（食品流通改善資金、新事業活動促進資金）
• みどり投資促進税制による特別償却

（化学肥料・化学農薬に代替する資材の供給に限定）
• 行政手続のワンストップ化

（農地転用許可、補助金等交付財産の目的外使用承認等）
• 病虫害抵抗性に優れた品種開発の促進
   （出願料・登録料の額を3/4軽減）

【支援措置】
• 必要な設備等への無利子・低利融資

(農業改良資金等の償還期間の延長(10年→12年)等)

• みどり投資促進税制による特別償却
（化学肥料・化学農薬の使用低減の取組に限定）

【支援措置】

特定区域内（モデル地区）

11

※ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための
  環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
（令和４年７月１日施行）



国の基本方針 公表（令和４年９月15日）
 告示・事務処理要領・申請書様式、ガイドライン等も併せて公表

みどりの食料システム法の運用状況

みどりの食料システム法 施行（令和４年７月1日） 施行令・施行規則等も施行

令和５年度から都道府県による農業者の計画認定が本格的にスタート。税制特例や計画
認定・特定区域設定に対する補助事業の優先採択等のメリット措置を丁寧に説明していく。

堆肥散布機の普及可変施肥田植機の普及

それぞれの地域で、みどり法に基づく取組を
主体的に進めていただくため、

地方自治体の基本計画作成を促進

リモコン草刈機の普及

○滋賀県が全国初の基本計画を公表
（令和４年10月28日）
•有機農業者の２計画を初認定（令和４年11月）

○令和４年度中に全都道府県で基本計画が作成
 

○うち12県23市町で特定区域（モデル地区）
 が設定され、地域ぐるみでの取組を促進

生産現場の環境負荷低減を効果的に進めるため、
現場の農業者のニーズも踏まえ、

環境負荷低減に役立つ技術の普及拡大等
を図る事業者（基盤確立事業実施計画）を認定

○令和４年11月に第１弾認定をした後、
45の事業者を認定（令和５年５月時点）

12
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．食品ロス削減総合対策事業                                    140（153）百万円

① 食品ロス削減等推進事業
（食品ロス削減等課題解決事業）

民間事業者等が行う食品ロス削減等に係る新規課題等の解決に必要な経費を
支援します。（例：商慣習の見直しの検討、食品ロス削減等に係る優良事例調査
等）
（食品事業者からの未利用食品提供の推進等）

ア 食品事業者からフードバンク等への寄附による未利用食品の取扱いの拡大に向
けた食品衛生管理水準の向上、物品管理や効率的な配送システムの構築に必
要なノウハウ獲得等を促進するため、専門家派遣等によるサポートを実施します。

イ 食品事業者とフードバンク等による広域連携等の先進的な取組に対し、未利用
食品の輸配送費、倉庫・車両等の賃借料、情報交換会等の開催費等を⽀援し
ます。

 ② 食品ロス削減調査等委託事業
  食品ロス実態把握のため食品関連事業者のデータベースの整備を実施します｡

２．プラスチック資源循環の推進                                       25（33）百万円
食品産業における環境配慮設計等に関する情報収集や周知活動、漁業者等が連

携した海洋プラスチックごみの資源循環の取組、農畜産業における廃プラスチックの排出
抑制と循環利用の推進に向けた先進的事例調査、プラスチックを使用した被覆肥料に
関する調査等の取組を支援します。

食品ロス削減・プラスチック資源循環の推進

＜対策のポイント＞
フードサプライチェーンにおける課題解決や未利用食品の提供等を通じた食品ロス削減の取組、農林水産業・食品産業におけるプラスチック資源循環の

取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 2000年度比で事業系食品ロス量を半減（273万t［2030年度まで］）
○ 海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロまで削減［2050年まで］

【令和６年度予算額 164（186）百万円】

プラスチック

［お問い合わせ先］
大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課（03-6744-2066）

未利用食品の提供

メーカー・
卸・小売 等

フードバンク食品関連
事業者

生活困窮者
こども食堂
福祉施設 等

こども食堂等フードバンク

漁業者等が連携した海洋プ
ラごみの資源循環の取組

漁業
農畜産業由来の廃プラの排
出抑制・資源循環利用の推
進に向けた調査・肥料被膜
殻流出防止に向けた調査等

農畜産業

ハウスフィルム サイレージラップ 被覆肥料

・専門家派遣等（⇒食品衛生管理向上）
・先進的取組支援（⇒広域連携による取扱拡大）

＜事業の流れ＞

（１①食品事業者からの未利用食品提供の推進等のイの事業）

委託、補助（定額）

国

民間団体等
(独法を含む)

（ １①食品事業者からの未利用食品提供の推進等のイの事業 以外の事業）

補助（1/2以内）
民間団体等

環境配慮設計等に関する情
報収集や周知活動等の取組

食品産業

環境配慮された
容器包装を
使用した食品

事業者※

参照

※自社商品に容器
包装を用いる者
※原料として食品を
購入し、使用済容器
包装を産業廃棄物と
して排出する者

ユーザー
事業者・消費者

啓発

消費者・
小売業者

参照
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